
下記に記載の

届出が必要なサービス種
別に

該当する

別紙に記載の加算等を

既に算定している

又は

４月から新たに算定する

令和８年度の加算区分に、

令和７年度から変更がある

届出が必要です。

（１）～（６）を提出してく
ださい。

就労移行支援、就労継続
支援A型またはB型事業所

である

届出が必要です

（１）～（４）、（６）を

提出してください。

加算区分に変更がないこ
とを報告してください。

※届出書類は不要

就労移行支援、就労継続
支援A型またはB型事業所

である

届出が必要です

（１）～（４）、（６）
を提出してください。

加算区分に変更がないこ
とを報告してください。

※届出書類は不要

届出不要

はい

いいえ

はい

いいえ

あり

なし

○ 加算の届出について

○ 基本報酬の届出について

令和７年10月１日時点で指定を受けている次のサービス種別は全事業所において届出が必要です。
就労移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援、地域移行支援
児童発達支援（主として重症心身障がい児、児童発達支援センター以外）

【届出が必要なサービス種別】
療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
就労定着支援、共同生活援助、地域移行支援、児童発達支援（主として重症心身障がい児、児童発達支援センター以外）、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設

いいえ

はい

はい

いいえ
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